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研究要旨 
 本分担班では、関連する三つの研究班（当該研究班＝久保班、「わが国の男性における

産後のうつの有病割合と、その予防要因の解明に関する縦断研究」＝竹原班、「うつ病の

妊産褥婦に対する医療・保健・福祉の連携・協働による支援体制（周産期 G-P ネット）構

築の推進に関する研究」＝立花班）の結果をレビューし、本研究班全体で取り組んだ、世

田谷区を舞台に行った妊産婦のメンタルヘルスに関する縦断研究の成果をまとめ、日本の

実情にあった適切な政策を検討した。本研究班の成果と、我が国の妊産婦のメンタルヘル

ス支援の現状の政策をかんがみて、以下の結論にあるような制度の構築が有効かもしれな

い。１）産褥期健診の構築：産褥二週間と六週間の時点での分娩施設を舞台とした産褥期・

新生児健診制度を構築し、産褥婦の身体的精神的課題の健診を行う。２）特定妊婦制度の

運用の開発と推進：本研究班のデータでスコアリングシステムを開発し、特定妊婦の運用

に資するよう、自治体と連携をとる。３）分娩施設と行政の連携：妊娠出産を通して、社

会的またメンタルヘルス上のハイリスクと考えられる場合、自治体と情報が共有できるよ

うに、個人情報共有の問題を解決できるような制度を構築する。４）地域協議会：自治体

（保健所）と地域医師会、地域の分娩施設、地域の精神科医、地域の小児科医が一堂に会

し、情報交換をしつつ、地域により患者の受け渡しを容易にする協議会を自治体ごとに行

う。５）母児同時入院施設：メンタルヘルスや社会的なハイリスクの産褥婦が入院加療で

きる施設を高次医療圏ごとに設定し、母児同時入院できるような配慮を検討する。 

 

研究協力者: 

竹原健二（国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ研究所） 

立花良之（国立成育医療研究ｾﾝﾀｰこころの

診療部） 

 

A. 研究目的 

平成２５年度研究 

本研究では、世田谷区内のすべての分娩

施設に協力を得て、各施設にて分娩予約を

した妊婦の追跡調査を行っている（久保班）。

一方で、当該研究班の分担研究者である竹

原は、別の研究班（「わが国の男性におけ

る産後のうつの有病割合と、その予防要因

の解明に関する縦断研究」＝竹原班）にお

いて、西尾市において、行政をベースにし

て、同様の追跡調査を行っており、西尾市

の調査では、妊産婦だけではなく、そのパ

ートナーのメンタルヘルスを含めて追跡調

査を行っている。また、当該研究班の同じ

く研究分担者である立花は別の研究班（「う

つ病の妊産褥婦に対する医療・保健・福祉

の連携・協働による支援体制（周産期 G-P

ネット）構築の推進に関する研究」＝立花

班）において、世田谷区を含めて、世田谷

区内の妊産婦のメンタルヘルスに関連した

ステークホルダーに、「世田谷区妊産婦の

メンタルヘルスに関する協議会」と題して

定期的に集まってもらい、区内の妊産婦の
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メンタルヘルスの支援のあり方について関

係者間で話し合いを行い、診療体制を構築

する試みを行っている。本分担研究班では、

これら久保班、竹原班、立花班の成果をレ

ビューしたうえで、我が国における妊産婦

のメンタルヘルスの支援体制を構築するた

めにどのような施策がとりうるかを検討し

た。 

 

平成２６年度研究 

 本研究班においては、各分担研究班、特

に竹原班、立花班で得られた研究成果を中

心に考察し、日本における妊産婦のメンタ

ルヘルスを支援するための適切な政策につ

いて検討することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

各研究班の成果をレビューし、検討を加

えた。さらに、当該研究班の竹原分担班お

よび立花分担班で得られた成果を基に、日

本の周産期医療制度の現状を勘案し、理論

的に最も適切な政策についての検討を行っ

た。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は理論的研究であり、公開されて

いる情報のみを利用したため、特別な倫理

的配慮は必要ないものと判断した。 

 

C. 研究結果  

平成２５年度研究 

久保班における成果として、世田谷区に

おける成果として、妊娠 20 週で 1,721 人、

産後 1 か月の時点で 1,382 人（76.8%）の回

答から、産前・産後のメンタルヘルス不調

者の割合では、初産婦と経産婦でその傾向

が大きく異なり、初産婦では産後 2 週に

24.7％まで増加するのに対し、経産婦では

妊娠 20 週時とほぼ同じ 8％前後で横ばいに

推移することが示された。妊娠期や産後数

日時の EPDS のスコアでは、産後 2 週時の

EPDS の判定を十分には予測できないこと

が示され、いかに産後のメンタルヘルス不

調者を早期発見していくか、ということが

今後の解析を進めるうえでの課題であるこ

とが明らかになった。一方で、産後のメン

タルヘルス不調の一員に、産婦の休養・睡

眠が大きく影響していることが示唆され、

予防介入のプログラムを検討する上で、有

用な根拠となりえる可能性が認められた。

また、分娩 2 週後の抑うつ状態を予測する

妊娠中期 20 週頃の因子として、「夫以外に

手伝ってくれる人が身近にいない」、「家

族としてのまとまりを感じられない」、「初

産婦、精神科通院中である」、「妊娠中期

20 週頃の時点で抑うつ状態である」が重要

であることが示唆された。分娩 2 週後の抑

うつ状態を予測する産後直後（4，5 日後）

の因子としては、「母乳栄養でない」、「尿

漏れがある」、「妊娠前に精神科通院歴が

ある」、「生後 4、5 日後に抑うつ状態があ

る」が重要であることが示唆された。 

一方、竹原班においては、妊産婦とその

パートナーを対象に妊娠期から産後 3 か月

まで実施される追跡調査が行われた。2012

年 12 月から愛知県西尾市で母子健康手帳

の交付申請に来た妊婦とそのパートナー全

例に本研究への参加協力を依頼し、同意が

得られた夫婦に対し、妊娠 20 週前後に質問

への回答を依頼した。回答方法は自記式質

問票か WEB アンケートのいずれかを選ん

でもらい、回収をした。2013 年 10 月末の

時点で、260 組のカップルと 6 人の妊婦か

ら回答を得ており、データの収集は継続さ

れている。本研究では回収されたデータの

うち、妊婦のパートナーを分析対象とした。

妊婦とパートナーにはそれぞれ、EPDS（エ

ジンバラ産後うつ病自己評価票）と WHO-5

精神的健康状態表を用いて、メンタルヘル

スの評価をおこない、先行研究で適当とさ

れるカットオフ値により、対象者を大別し

た。260 人の妊婦のパートナーは、平均年
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齢が 31.7 歳、正規雇用されている者が 237

人（92.2％）、パートや派遣社員、自営業

などを含めると全員が何らかの仕事をもっ

ていた。精神的な問題による受診歴がある

者は 13 人（5.0％）、現在、通院中の者は

3 人（1.2％）であった。妻との関係が良好

と回答した者は 253 人（97.3％）、妻との

スキンシップに満たされている者は 212 人

（81.5％）であった。精神的な状態として

は、EPDS（エジンバラ産後うつ病自己評価

票）で 8 点以上であった者が 24 人（9.3％）、

WHO-5 精神的健康状態表の得点が、精神的

健康状態が低いとみなされる 12 点以下だ

った者は 61 人（23.6％）であった。EPDS

が 8 点以上、WHO-5 が 12 点以下のいずれ

か 1 つでも該当する者は 72 人（28.2％）、

両方とも該当する者は 12 名（4.7％）であ

った。妊婦において、EPDS が 9 点以上で

あった者は 28 人（10.6％）、WHO-5 が 12

点以下だった者は 45 人（16.9％）であった。

妊婦のパートナーにおいて EPDS が 8 点以

上であった者は 24 人（9.3％）、WHO-5 が

12 点以下だった者は 61 人（23.6％）であ

った。これら 2 つの指標を用いて、カップ

ルのメンタルヘルスの関連を検討したとこ

ろ、妊婦が EPDS で 9 点以上を示した場合、

17.9％でパートナーも EPDS でリスクあり

となっていた。一方、妊婦が WHO-5 で 12

点以下を示した場合、パートナーも 12 点以

下だったケースは 40.9％であった。カップ

ルのどちらかもしくは双方が EPDS もしく

は WHO-5 でリスクありと判定されたケー

スは 40.7％に上った。また、カップルの双

方が EPDS もしくは WHO-5 でリスクあり

と判定されたケースは 9.2％であった。 

立花班においては、年四回ほど開かれた

協議会で、世田谷区内のすべての分娩医療

施設から代表者、世田谷区および保健所、

区内で開業している精神科医が出席し、第

四回には世田谷区医師会の協力を得て小児

科医や児童相談所関係者も出席して、区内

における支援体制について検討した。睡眠

が大きく影響している可能性という久保班

の成果や、それに基づくスクリーニング方

法、妊産婦のメンタルヘルスのリスクアセ

スメント、さらに保健所と分娩医療施設が

それぞれに行う、産褥健診や、こんにちは

赤ちゃん事業と連携を取る手法、特定妊婦

制度の効果的な利用法など、多岐にわたる

地域における支援策に関して、ワーキング

グループを設けて、話し合いを行った。ま

た、協議会により育児困難のハイリスクの

母親を支援するネットワークを構築し要保

護児童対策地域協議会の機能強化に結び付

けるための試みを行っている。さらにメン

タルヘルス不調の母親のサポートのための

多職種連携マニュアルを作成した。 

 

平成２６年度研究 

まず、それぞれの解析結果を以下にまと

めた。 

【竹原班解析１】妊娠期から産後における、

EPDS 陽性者の割合の推移を検討した。そ

の結果、初産婦では、EPDS 陽性者の割合

が妊娠 20 週の 9.6％から産後 2 週時には

25.0％にまで増加し、その後産後 3 か月時

の 6.1％まで減少した。一方、経産婦では、

5.8-8.8%でほぼ横ばいに推移した。 

【竹原班解析２】妊娠期から産後 3 か月に

かけて EPDS の因子得点の推移を検証した。

その結果、EPDS の 10 項目から分類された

5 因子のうち、Anxiety 因子得点は初産婦お

よび経産婦、妊娠期から産後 3 か月までの

6 時点のいずれにおいても、EPDS の合計得

点にもっとも大きな影響を及ぼしているこ

とが示された。また、初産婦と経産婦で、

因子得点の推移のパターンが異なることも

示された。 

【竹原班解析３】妊娠期から産後において、

EPDS に対する分娩歴や妊娠前の精神科既

往の有無、妊娠期の EPDS と産後の EPDS

との関連について二変量解析および多変量
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解析によって検討した。その結果、EPDS

陽性になるオッズ比は、初産婦が産後数日

から産後 1 か月にかけて有意に高かった。

また、妊娠前に精神科既往のある者は、妊

娠 20 週、産後数日、2 か月、3 か月の 4 時

点で有意に高かった。妊娠期の EPDS で陽

性と判定された者は、産後数日から 3 か月

の 5 時点でいずれも高いオッズ比が示され

た。 

 

【立花班解析 1】産前の虐待傾向・虐待の

リスク因子について、産後 3 か月に実施し

た児童虐待について質問票（徳永ら 2000)

を従属変数に、妊娠 20 週時の心理社会的因

子を説明変数にして、ロジスティック回帰

分析を行い、妊娠 20 週における、産後 3

か月の乳児虐待傾向・乳児虐待の予測因子

について検討した。その結果、虐待傾向の

危険因子：深夜の就労、泣いている赤ちゃ

んをあやした経験の乏しさ、望まない妊娠、

自閉症傾向、衝動コントロールの弱さ、虐

待傾向の保護因子：妊娠時に定職で就労し

ている、不妊治療歴、妊娠を機に仕事を離

職・休職、虐待の危険因子：妊娠時に無職・

または不定期な就労、パートナーからのサ

ポートの乏しさ、赤ちゃんをあやした経験

の乏しさ、喫煙、AD/HD 傾向、という結果

が出た。乳児虐待のリスク因子となる、妊

娠期に気を付けるべき心理社会的脆弱性が

明らかとなり、今後そのような因子につい

て、周産期ケアや保健指導などで注意して

妊婦をフォローアップしていく必要性が示

唆された。 

【立花班解析 2】産後の虐待傾向・虐待の

リスク因子について、産後 3 か月に実施し

た児童虐待について質問票（徳永ら 2000)

を従属変数に、妊娠 20 週時の心理社会的因

子を説明変数にして、ロジスティック回帰

分析を行い、産後数日～産後 1 か月におけ

る、産後 3 か月の乳児虐待傾向・乳児虐待

の予測因子について検討した。その結果、

虐待傾向の危険因子：会陰部の痛み、赤ち

ゃんがなぜ泣いているのかわからない、尿

漏れ、虐待の危険因子：パートナーからの

精神的な支え、赤ちゃんがなぜむずがって

いるのかわからない、腕・手首の痛み（2

週）、腰痛（2 週）、腰痛（1 か月）、腕・

手首の痛み（1 か月）、AD/HD 傾向、とい

う結果であった。産後の体の問題に対する

ケア（周産期ケアや保健指導）の重要性が

示唆された。また、上記のような虐待のリ

スクに関連する心理社会的脆弱性をもつ妊

婦を同定し、支援していく必要性が示唆さ

れた。 

 

以上の結果から、我が国における妊産婦

のメンタルヘルスは、我が国の女性と子ど

もの健康にとって大きな課題であることが

わかる。我が国において妊産婦のメンタル

ヘルスに関しては、直接的に支援できる政

策として、社会的にハイリスクと考えられ

る妊産婦に対して、保健所などが支援に入

る「特定妊婦」という政策や、初めて乳幼

児を持つ家庭に保健師が訪問し、家庭のニ

ーズを見極める政策がある。また、乳幼児

医療費助成など、乳幼児の医療的課題に関

して各自治体を中心に医療費補助の制度が

ある。ただし、特定妊婦の制度は、多くの

自治体で申請されておらず、制度が存在し

ているのにもかかわらず、有効な利用のさ

れ方がされていない。この一つの理由に、

妊産婦の社会的ハイリスクを客観的に算出

する方法が欠けていることが挙げられる。

さらに、特定妊婦ではこういったハイリス

ク妊産婦を最初に見る産科医療との連携は

不十分であり、具体的な道筋が作られてい

ないとともに、社会的ハイリスクとは言え

ないものの、少しの支援で母児関係が正常

化し、よい関係が築けるような場合への支

援が難しい形になっている。また、乳幼児

全戸訪問事業では、実際に訪問されている

のは４か月を超える時期となっており、ま
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た焦点は乳幼児に当てられており、自治体

による工夫はされているものの、妊産婦の

メンタルヘルスを中心とする課題を直接的

に解決する方策とはなっていない。 

こういった現状を踏まえると、竹原班の

成果にもあるように、産褥期、特に出産後

二週間前後のタイミングで妊産婦のメンタ

ルヘルスに関するスクリーニングが存在し

ていることが望ましい。行政機関において

は、出産後二週間を把握することは難しく、

我が国の母子保健制度を考えると、この産

褥期健診は、産科医療機関で行うことが望

ましいと考えられる。我が国の新生児健診

は生後一か月であり、母児の健診を効率よ

く行うには、先進諸外国のように、母児の

社会健診を生後二週間の時点で行い、その

後生後１か月半の時期とするほうが適切か

もしれない。一方で、初産婦と経産婦で

EPDS の経時変化が異なり、また、かなり

経時変化に個別のパターンが存在している

ことから、出産後２週間とともに、生後６

週間（一か月半）の時点でも、産褥婦のメ

ンタルヘルスに関するスクリーニングを行

うことも一考である。その後、ハイリスク

と考えられる産褥婦に関しては、乳幼児全

戸訪問事業へとつなげられるように、分娩

施設と保健所との連携が必要である。一方、

妊産婦のメンタルヘルスの問題は、妊娠中

を通して発見されることも多く、特定妊婦

の特定のための客観的なスコアリングシス

テムを開発する必要があり、こういった場

合は、全国一律に特定妊婦としての制度を

活用するよう、働きかけが必要である。 

メンタルヘルスのハイリスクと考えられ

る妊産婦において、保健所の対応能力は限

られており、本研究班で世田谷区と試みた

ように、自治体（保健所）と地域医師会、

地域の分娩施設、地域の精神科医、地域の

小児科医が一堂に会し、情報交換をしつつ、

地域により患者の受け渡しを容易にする協

議会のような存在が有効であるとも考えら

れる。 

また、こういったメンタルヘルスのハイ

リスクである母児が、時に入院加療を必要

とする場合があり、出産間もない時期に、

母のメンタルヘルス支援のために、母児が

同時の入院でき、乳児のケアも施設の支援

を受けながら、母も病状に応じて対応でき

るような「母児入院施設」が必要である。 

さらに、予防策としては、母児の愛着形成

を促進するような、積極的で簡易な教育プ

ログラムも構築する必要がある。 

我が国の妊産婦の自殺は、妊産婦死亡の

統計から漏れている可能性があり、妊産婦

のメンタルヘルスが、立花班の成果にある

ように児の成長発達に大きく影響する可能

性があることから、喫緊の課題として対応

する必要があり、本研究班として、具体的

な政策として示されるところまできた。 

 

D. 考察 

これら関連する三つの研究班の結果から、

初年度の成果として、 

１） 当該研究のように、関連した研究

班の結果を統合し、また協議会など地域の

代表が集まって、研究結果を持ち寄るとと

もに、施策について検討する手法

（Community Participatory Approach）によ

り、研究成果が地域に活かされ、地域の参

加意識により悉皆率が飛躍的に高まること

で研究の質も高まるという相乗効果が得ら

れた。 

２） 出生後二週は妊産婦のメンタルヘ

ルスにとって大変重要な時期であり、この

時期の産褥健診を制度化する必要が示唆さ

れた。特に初妊婦は支援が少なかったり、

経験値が少ないことが考えられ、特別な配

慮が必要であることが考えられた。 

３） 世田谷区においては、睡眠に関連

したスクリーニングによって、リスクの高

い妊産婦が発見できる可能性が示唆され、
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ハイリスクと考えられた場合のリスクと緊

急性に応じて、精神科を持つ大きな分娩医

療施設（具体例：国立成育医療センターな

ど）、保健所、精神科開業医、児童相談所、

小児科医などに手渡し、連携をすることで、

より大きな事象を防ぐ可能性が示唆された。 

４） またパートナーのメンタルヘルス

も大きな関与要因である限り、地域の企業

との連携による職場衛生という観点も重要

であり、地域と仕事場との結びつき方によ

り、地方行政単位の対策は異なってくる可

能性もある。 

５） 特定妊婦を利用しやすくするため

に、リスクをある程度量的に示すツールと

使い方や自治体が参加して協議会方式を行

うことの有効性も示唆された。 

平成２６年度の成果を含めて考慮すると、

我が国における女性と子どもの健康にとっ

て、妊産婦のメンタルヘルスは喫緊の課題

である。本研究班の成果と、我が国の妊産

婦のメンタルヘルス支援の現状の政策をか

んがみて、以下の結論にあるような制度の

構築が有効かもしれない。 

 

E. 結論 

関連した研究班の結果を統合し、また協

議会など地域の代表が集まって、研究結果

を持ち寄るとともに、施策について検討す

る手法により、研究成果が地域に活かされ、

地域の参加意識により悉皆率が飛躍的に高

まることで研究の質も高まるという相乗効

果が得られた。出産後 2 週の時点での産褥

健診を制度化するとともに、地域の関係者

を広く集める協議会方式が有効な手段であ

る。 

我が国における女性と子どもの健康のた

め、妊産婦のメンタルヘルスを考慮した以

下の政策が可能性として挙げられた。 

１） 産褥期健診の構築 

産褥二週間と六週間の時点での分娩施

設を舞台とした産褥期・新生児健診制

度を構築し、産褥婦の身体的精神的課

題の健診を行う。 

２） 特定妊婦制度の運用の開発と推進 

本研究班のデータでスコアリングシス

テムを開発し、特定妊婦の運用に資す

るよう、自治体と連携をとる。 

３） 分娩施設と行政の連携 

妊娠出産を通して、社会的またメンタ

ルヘルス上のハイリスクと考えられる

場合、自治体と情報が共有できるよう

に、個人情報共有の問題を解決できる

ような制度を構築する。 

４） 地域協議会 

治体（保健所）と地域医師会、地域の

分娩施設、地域の精神科医、地域の小

児科医が一堂に会し、情報交換をしつ

つ、地域により患者の受け渡しを容易

にする協議会を自治体ごとに行う。 

５） 母児同時入院施設 

メンタルヘルスや社会的なハイリスク

の産褥婦が入院加療できる施設を高次

医療圏ごとに設定し、母児同時入院で

きるような配慮を検討する。 

 

F. 研究発表  

1. 論文発表 

なし 

 

2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 


